
１．総括

歳　入 （単位 ： 千円）

款 項

1 後期高齢者医療保険料 7,936,518 7,527,097 409,421

1 後期高齢者医療保険料 7,936,518 7,527,097 409,421

2 使用料及び手数料 1 1 0

1 手数料 1 1 0

3 都支出金 9,959 9,308 651

1 都補助金 9,959 9,308 651

4 繰入金 7,807,068 7,415,466 391,602

1 一般会計繰入金 7,807,068 7,415,466 391,602

5 繰越金 15,000 15,000 0

1 繰越金 15,000 15,000 0

6 諸収入 549,070 505,359 43,711

1 延滞金加算金及び過料 2 2 0

2 償還金及び還付加算金 3,050 3,050 0

3 受託事業収入 507,516 465,194 42,322

4 雑入 38,502 37,113 1,389

歳　　入　　合　　計 16,317,616 15,472,231 845,385

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
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歳　出

款 項 本年度予算額 前年度予算額 比較

1 総務費 407,430 450,024 △ 42,594

1 総務管理費 159,084 217,215 △ 58,131

2 徴収費 38,246 37,309 937

3 葬祭費 210,100 195,500 14,600

2 広域連合納付金 15,236,476 14,390,861 845,615

1 広域連合納付金 15,236,476 14,390,861 845,615

3 保健事業費 650,659 608,295 42,364

1 保健事業費 650,659 608,295 42,364

4 諸支出金 18,051 18,051 0

1 償還金及び還付金 18,050 18,050 0

2 繰出金 1 1 0

5 予備費 5,000 5,000 0

1 予備費 5,000 5,000 0

歳　　出　　合　　計 16,317,616 15,472,231 845,385
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(単位：千円)

一般財源

国庫支出金 都支出金 市債 その他

407,430

159,084

38,246

210,100

15,236,476

15,236,476

9,959 640,700

9,959 640,700

18,051

18,050

1

5,000

5,000

9,959 16,307,657

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

特定財源
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２．歳入
(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

款 本年度 節

項 (前年度) 区分 金額

目 <比較>

1 後期高齢者医療保険料 7,936,518 

(7,527,097)

<409,421>

<5.4%増>

1 後期高齢者医療保険料 7,936,518 

(7,527,097)

<409,421>

<5.4%増>

1 後期高齢者医療保険料 7,936,518 1 特別徴収保険料現年度分 4,177,357

2 普通徴収保険料現年度分 3,722,335

(7,527,097) 3 普通徴収保険料滞納繰越分 36,826

<409,421>

<5.4%増>

2 使用料及び手数料 1 

(1)

<0>

1 手数料 1 

(1)

<0>

1 総務手数料 1 1 証明手数料 1

(1)

<0>

3 都支出金 9,959 

(9,308)

<651>

<7.0%増>

1 都補助金 9,959 

(9,308)

<651>

<7.0%増>

1 健康増進事業費補助金 9,959 1 健康増進事業費補助金 9,959
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（単位 ： 千円）

  

説明

　１　特別徴収保険料現年度分　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］

　１　普通徴収保険料現年度分　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］

　１　普通徴収保険料滞納繰越分　　　　　　　　　　　　［保険年金課］

　１　証明手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］

　１　健康増進事業費補助金　　　　　　　　　　　　　　［成人健診課］
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(款) 3 都支出金 (項) 1 都補助金

款 本年度 節

項 (前年度) 区分 金額

目 <比較>

(9,308)

<651>

<7.0%増>

4 繰入金 7,807,068 

(7,415,466)

<391,602>

<5.3%増>

1 一般会計繰入金 7,807,068 

(7,415,466)

<391,602>

<5.3%増>

1 一般会計繰入金 7,807,068 1 療養給付費繰入金 5,296,748

2 保険基盤安定繰入金 1,281,684

(7,415,466) 3 事務費繰入金 212,342

<391,602> 4 保険料軽減措置繰入金 509,183

<5.3%増> 5 職員給与費等繰入金 196,078

6 健康診査費等繰入金 311,033

5 繰越金 15,000 

(15,000)

<0>

1 繰越金 15,000 

(15,000)

<0>

1 繰越金 15,000 1 前年度繰越金 15,000

(15,000)

<0>

6 諸収入 549,070 

(505,359)

<43,711>

<8.6%増>

1 延滞金加算金及び過料 2 
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説明

　１　療養給付費繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］

　１　保険基盤安定繰入金　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］

　１　事務費繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］

　１　保険料軽減措置繰入金　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］

　１　職員給与費等繰入金　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］

　１　健康診査費等繰入金　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］

　１　前年度繰越金　　　　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］
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(款) 6 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

款 本年度 節

項 (前年度) 区分 金額

目 <比較>

(2)

<0>

1 延滞金 1 1 延滞金 1

(1)

<0>

2 過料 1 1 過料 1

(1)

<0>

2 償還金及び還付加算金 3,050 

(3,050)

<0>

1 保険料還付金 3,000 1 保険料還付金 3,000

(3,000)

<0>

2 還付加算金 50 1 還付加算金 50

(50)

<0>

3 受託事業収入 507,516 

(465,194)

<42,322>

<9.1%増>

1 受託事業収入 507,516 1 葬祭費受託事業収入 210,100

2 健康診査費受託事業収入 274,482

(465,194) 3 高齢者の保健事業と介護予防 22,934

<42,322> の一体的実施事業受託事業収

<9.1%増> 入

4 雑入 38,502 
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説明

　１　延滞金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］

　１　過料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］

　１　保険料還付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］

　１　還付加算金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］

　１　葬祭費受託事業収入　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］

　１　健康診査費受託事業収入　　　　　　　　　　　　　［成人健診課］

　１　高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託事業収入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］
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(款) 6 諸収入 (項) 4 雑入

款 本年度 節

項 (前年度) 区分 金額

目 <比較>

(37,113)

<1,389>

<3.7%増>

1 滞納処分費 1 1 滞納処分費 1

(1)

<0>

2 東京都後期高齢者医療広域連合補助金 38,499 1 長寿・健康増進事業補助金 9,623

2 区市町村支援事業補助金 28,876

(37,110)

<1,389>

<3.7%増>

3 雑入 2 1 雑入 2

(2)

<0>

16,317,616 

(15,472,231)

<845,385>

<5.5%増>

歳  入  合  計
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説明

　１　滞納処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］

　１　長寿・健康増進事業補助金　　　　　　　　　　　　［成人健診課］

　１　区市町村支援事業補助金　　　　　　　　　　　　　［成人健診課］

　１　精算・返還金等収入　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］ 1

　２　雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］ 1
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３．歳出
（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費

款 本年度 節

項 (前年度) 財源内訳 区分 金額

目 <比較>

1 総務費 407,430 国庫支出金

都支出金

(450,024) 市債

<△42,594> その他 407,430

<9.5%減>

1 総務管理費 159,084 国庫支出金

都支出金

(217,215) 市債

<△58,131> その他 159,084

<26.8%減>

1 一般管理費 159,084 特定財源 159,084 1 報酬 15,173

2 給料 45,523

(217,215) （特定財源） 3 職員手当等 39,436

<△58,131> 繰入金 138,283 4 共済費 18,407

<26.8%減> 諸収入 20,801 8 旅費 363

10 需用費 1,364

11 役務費 12,962

12 委託料 24,688

13 使用料及び 1,168

賃借料

2 徴収費 38,246 国庫支出金

都支出金

(37,309) 市債

<937> その他 38,246

<2.5%増>

1 徴収費 38,246 特定財源 38,246 10 需用費 153

11 役務費 15,909

(37,309) （特定財源） 12 委託料 22,078

<937> 手数料 1 13 使用料及び 106

<2.5%増> 繰入金 38,243 賃借料

諸収入 2

3 葬祭費 210,100 国庫支出金

都支出金

(195,500) 市債

<14,600> その他 210,100

<7.5%増>

1 葬祭費 210,100 特定財源 210,100 18 負担金補助 210,100

及び交付金

(195,500) （特定財源）

<14,600> 諸収入 210,100

<7.5%増>
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（単位 ： 千円）

      

後期高齢者医療の一般管理事務に要する経費

　　１　職員費　　一般職　１２人　　　　　　　　　　［労務課］                  98,225

　　　　（特定財源　    98,225　一般財源　         0）

　　２　庶務経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］              44,458

　　　　（特定財源　    44,458　一般財源　         0）

　　３　電算システムの改修　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］              16,401

　　　　（特定財源　    16,401　一般財源　         0）

後期高齢者医療保険料の徴収に要する経費

　　１　徴収経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］              38,246

　　　　（特定財源　    38,246　一般財源　         0）

被保険者等の葬祭に対する給付金

　　１　葬祭費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］             210,100

　　　　（特定財源　   210,100　一般財源　         0）

説明
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（款） 2 広域連合納付金 （項） 1 広域連合納付金

款 本年度 節

項 (前年度) 財源内訳 区分 金額

目 <比較>

2 広域連合納付金 15,236,476 国庫支出金

都支出金

(14,390,861) 市債

<845,615> その他 15,236,476

<5.9%増>

1 広域連合納付金 15,236,476 国庫支出金

都支出金

(14,390,861) 市債

<845,615> その他 15,236,476

<5.9%増>

1 広域連合分賦金 15,236,476 特定財源 15,236,476 18 負担金補助 15,236,476

及び交付金

(14,390,861) （特定財源）

<845,615> 繰入金 7,299,957

<5.9%増> 諸収入 1

保険料 7,936,518

3 保健事業費 650,659 国庫支出金

都支出金 9,959

(608,295) 市債

<42,364> その他 640,700

<7.0%増>

1 保健事業費 650,659 国庫支出金

都支出金 9,959

(608,295) 市債

<42,364> その他 640,700

<7.0%増>

1 保健事業費 650,659 特定財源 650,659 1 報酬 10,651

3 職員手当等 1,874

(608,295) （特定財源） 4 共済費 1,658

<42,364> 都支出金 9,959 7 報償費 258

<7.0%増> 繰入金 325,585 8 旅費 409

諸収入 315,115 10 需用費 1,182

11 役務費 6,036

12 委託料 628,413

13 使用料及び 51

賃借料

17 備品購入費 47
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東京都後期高齢者医療広域連合への保険料及び療養給付費等負担金

　　１　広域連合分賦金　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］          15,236,476

　　　　（特定財源　15,236,476　一般財源　         0）

　　　(1)　療養給付費負担金 5,296,748

　　　(2)　保険料負担金 7,936,519

　　　(3)　保険基盤安定負担金 1,281,684

　　　(4)　事務費負担金 212,342

　　　(5)　保険料軽減措置負担金 509,183

保健事業に要する経費

　　１　健康診査　　　　　　　　　　　　　　　　　　［成人健診課］             633,973

　　　　（特定財源　   633,973　一般財源　         0）

　　２　後期高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施　［成人健診課］               3,807

　　　　（特定財源　     3,807　一般財源　         0）

　　３　後期高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施　［大横保健福祉センター］       917

　　　　（特定財源　       917　一般財源　         0）

説明
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（款） 3 保健事業費 （項） 1 保健事業費

款 本年度 節

項 (前年度) 財源内訳 区分 金額

目 <比較>

18 負担金補助 80

及び交付金

4 諸支出金 18,051 国庫支出金

都支出金

(18,051) 市債

<0> その他 18,051

1 償還金及び還付金 18,050 国庫支出金

都支出金

(18,050) 市債

<0> その他 18,050

1 償還金及び還付金 18,050 特定財源 18,050 22 償還金利子 18,050

及び割引料

(18,050) （特定財源）

<0> 諸収入 3,050

繰越金 15,000

2 繰出金 1 国庫支出金

都支出金

(1) 市債

<0> その他 1

1 一般会計繰出金 1 特定財源 1 27 繰出金 1

(1) （特定財源）

<0> 諸収入 1

5 予備費 5,000 国庫支出金

都支出金

(5,000) 市債

<0> その他 5,000

1 予備費 5,000 国庫支出金

都支出金

(5,000) 市債

<0> その他 5,000
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　　４　後期高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施　［東浅川保健福祉センター］   5,779

　　　　（特定財源　     5,779　一般財源　         0）

　　５　後期高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施　［南大沢保健福祉センター］   6,183

　　　　（特定財源　     6,183　一般財源　         0）

保険料等還付金

　　１　償還金及び還付金　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］              18,050

　　　　（特定財源　    18,050　一般財源　         0）

一般会計への繰出金

　　１　一般会計繰出金　　　　　　　　　　　　　　　［保険年金課］                   1

　　　　（特定財源　         1　一般財源　         0）

説明
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（款） 5 予備費 （項） 1 予備費

款 本年度 節

項 (前年度) 財源内訳 区分 金額

目 <比較>

1 予備費 5,000 特定財源 5,000 28 予備費 5,000

(5,000) （特定財源）

<0> 繰入金 5,000

16,317,616 国庫支出金

都支出金 9,959

(15,472,231) 市債

<845,385> その他 16,307,657

<5.5%増>

歳  出  合  計
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　　１　予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［財政課］                   5,000

　　　　（特定財源　     5,000　一般財源　         0）

説明
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　1  一 般 職

　(1)  総    括

通 勤 に 係 る

区　　　　分 職　員　数 報　　　　酬 給　　　　　料 職 員 手 当 等 計 費 用 弁 償 共　　済　　費 合　　　　　計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

【11】

12 25,824 45,523 41,310 112,657 700 20,065 133,422

【9】

12 17,815 50,204 42,903 110,922 642 20,360 131,924

【2】

0 8,009 △ 4,681 △ 1,593 1,735 58 △ 295 1,498

注　【　】内は任期付職員、会計年度任用職員専門職・アシスタント職の計外書き

給　　       与       　　費

本 年 度

前 年 度

比 較

給　与　費　 明　細　書
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(単位　千円）

本　年　度 858 6,973 26 920 6,100

前　年　度 1,113 7,721 27 1,113 6,100

比　　　較 △ 255 △ 748 △ 1 △ 193 0

本　年　度 16,029 9,944 460

前　年　度 15,686 10,443 700

比　　　較 343 △ 499 △ 240

児 童 手 当

職 員
手 当 等
の 内 訳

区      分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 特 殊 勤 務 手 当 時間外勤務手当 休日勤務手当

区　     分 管 理 職 手 当
管 理 職 員

特 別 勤 務 手 当
期 末 手 当 勤 勉 手 当 退 職 手 当



ア　会計年度任用職員以外の職員

区　　　　分 職　員　数 給　　　　料 職 員 手 当 等 計 共　　済　　費 合　　　　　計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

〔0〕

12 45,523 36,378 81,901 16,324 98,225

〔1〕

12 50,204 39,465 89,669 17,881 107,550

〔△1〕

0 △ 4,681 △ 3,087 △ 7,768 △ 1,557 △ 9,325

注　職員数〔　〕内は任期付職員外書き

イ　会計年度任用職員

注2　職員手当等の内訳は期末手当

給　　       与       　　費

本 年 度

前 年 度

比 較

注1　職員数〈　〉内は専門職、｛　　｝内はアシスタント職

通 勤 に 係 る

区　　　　分 職　員　数 報　　　　酬 職 員 手 当 等 計 費 用 弁 償 共　　済　　費 合　　　　　計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

｛3｝

〈8〉 25,824 4,932 30,756 700 3,741 35,197

｛2｝

〈6〉 17,815 3,438 21,253 642 2,479 24,374

｛1｝

〈2〉 8,009 1,494 9,503 58 1,262 10,823

給　　       与       　　費

本 年 度

前 年 度

比 較

(単位　千円）

本　年　度 858 6,973 26 920 6,100

前　年　度 1,113 7,721 27 1,113 6,100

比　　　較 △ 255 △ 748 △ 1 △ 193 0

本　年　度 11,097 9,944 460

前　年　度 12,248 10,443 700

比　　　較 △ 1,151 △ 499 △ 240

休 日 勤 務 手当

期 末 手 当 勤 勉 手 当 退 職 手 当 児 童 手 当

住 居 手 当 通 勤 手 当 特 殊 勤 務 手 当 時間外勤務手当

職 員

手 当 等

の 内 訳

区      分 扶 養 手 当 地 域 手 当

区　     分 管 理 職 手 当
管 理 職 員

特 別 勤 務 手 当

-417-



増 減 額

 (千円）  (千円）

給 料 △ 4,681 昇給に伴う 358 平均昇給間差月額　　　 平均昇給率 0.8%

増加分 6,633 円 昇 給 該 当 本年度 前年度 増減

本年度昇給該当者数　　 職 員 数 9人 9人 0人

9 人

（1月1日現在職員数

11 人)

昇給算定期間

6か月

※増加分

 間差月額×該当者数×算定期間

その他の △ 5,039 異動等に伴う増減分

増減分

職員手当等 △ 3,087 昇給に伴う 264

増加分

その他の △ 3,351 異動等に伴う増減分

増減分

　注　職員数[　]内は任期付職員外書き

備　　　　　　　　　　考

　（2）給料及び職員手当等の増減額の明細　(会計年度任用職員を除く)

区　　分
増 減 事 由 別 内 訳

説　　　　　　　　明

後期高齢者医療特別会計 -418-

職員数の異動状況

区　分 本年度 前年度 増減

[0] [1] [△1]

12人 12人 0人

[1] [1] [0]

11人 12人 △1人

[△1] [0] [△1]

1人 0人 1人

予算人員

1月1日現在

増減



　（3）給料及び職員手当等の状況 (会計年度任用職員を除く)

　　ア 職員１人当たり給与

一　般　行　政　職

平均給料月額（円） 327,510

平均給与月額（円） 408,778

平　 均　 年　 齢 43歳1月

平均給料月額（円） 322,964

平均給与月額（円） 393,082

平　 均　 年　 齢 42歳

　注　「給与」とは、給料及び職員手当（期末・勤勉・退職手当を除く）の合計額

　　　任期付職員を除く

　　イ　初　任　給

一　般　行　政　職 国　　の　　制　　度

（円） 一　般　行　政　職 (円)

高   校   卒 152,200 154,600    

短   大   卒 162,500 189,700（総合職）

大   学   卒 187,900 185,200（一般職）

区　　　　　　　分

区　　　　　　　　　　　　　　　分

令和5年（2023年）
1月1日現在

令和4年（2022年）
1月1日現在

-419-

　　ウ 級別職員数

　注　[　]内は任期付職員外書き

25.0

[1] [100.0]

12 100.0

2    級 

[100.0]
1    級 

50.0

[1]

令和4年（2022年）

1月1日現在

5    級 

4    級 

計

6

3    級 

1    級 
[1] [100.0]

2 18.2

2    級 

3    級 3 27.3

6 54.5

区　　　　　分
一　　　般　　　行　　　政　　　職

級 職　員　数（人） 構　成　比（％）

令和5年（2023年）

1月1日現在

5    級 

4    級 

3

[100.0][1]
計

11 100.0

3 25.0

　(級別の標準的な職務内容）

3　　 　級 2　　 　級 1　　 　級

課 長 補 佐

主 任 係 員

主 査

一　 般 　行 　政 　職

区　　　　　分



　エ 昇給

職 員 数 （Ａ）（人） 12

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ）（人） 9

 2号給（人） 1

 4号給（人） 1

 6号給（人） 1

他号給（人） 6

比 率 （ Ｂ ） ／ （ Ａ ） 　　　（％） 75.0

職 員 数 （Ａ）（人） 12

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ）（人） 9

 2号給（人）

 4号給（人） 4

 6号給（人） 2

他号給（人） 3

比 率 （ Ｂ ） ／ （ Ａ ） 　　　（％） 75.0

注1 任期付職員を除く

注2 他号給とは、5号級

区　　　　　　　　　　　　　　　　分 一　般　行　政　職

号　給　数　別　内　訳

本
　
　
年
　
　
度

前
　
　
年
　
　
度

号　給　数　別　内　訳

後期高齢者医療特別会計 -420-

　オ 期末手当・勤勉手当

6月 12月

     (月分)      (月分)  (月分)

(1.200) (1.200) (2.400)

〔1.725〕 〔1.725〕 〔3.450〕

2.275 2.275 4.550

(1.175) (1.175) (2.350)

〔1.675〕 〔1.675〕 〔3.350〕

2.225 2.225 4.450

(1.150) (1.150) (2.300)

〔1.650〕 〔1.650〕 〔3.300〕

2.200 2.200 4.400

注　支給率（　）内は再任用職員、〔　〕内は特定任期付職員

本 年 度 有  期末手当

　 給料、扶養・地域手当

 勤勉手当

　 給料、地域手当前 年 度 有

国 の 制 度 有

 期末手当

　 給料、扶養・地域手当

 勤勉手当

　 給料、地域手当

区　       分

支  給  期  別  支  給  率
支給率計 職制上の段階、職務の級

等 に よ る 加 算 措 置
支 　  給 　　 基  　　礎



　カ　地域手当

15.0

八      王      子      市支 給 対 象 地 域

支 給 率 （ ％ ）

支 給 対 象 職 員 数 （ 人 ） 12

　注　「地域手当」とは、地域の民間賃金水準を公務員給与に適切に反映するため、
　　　　国基準支給率に基づき支給される手当

20.0

15.0
国 の 指 定 基 準 に

基 づ く 支 給 率 （ ％ ）

都 の 指 定 基 準 に

基 づ く 支 給 率 （ ％ ）
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　キ その他の手当

課長級 3,000 円 本府省室長級 3,500 円

課長補佐級以下 6,000 円 本府省課長補佐級以下 6,500 円

9,000 円 10,000 円

課長級 3,000 円 本府省室長級 3,500 円

課長補佐級以下 6,000 円 本府省課長補佐級以下 6,500 円

15,000 円  借家・借間居住者

　借家・借間に居住する世帯主等のうち35歳未満の者  　全額支給限度額 11,000 円

　管理職は支給対象外    1／2加算限度額 17,000 円

 　最高支給限度額 28,000 円

 交通機関利用者 55,000円まで全額支給  交通機関利用者 55,000円まで全額支給 

 交通用具使用者 　　　　　　　　　キロ数に応じ2,600～15,000円  交通用具使用者 　　　　　　　　　キロ数に応じ2,000～31,600円 

 併    　用 55,000円が限度  併　    用 55,000円が限度 

区　　　分 八　  王  　子  　市

 月　　　額

 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子

                     1人につき  4,000円加算

 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子

　　　　　　　　　　 1人につき  5,000円加算

国　の　制　度

　部長職は支給対象外

 配　偶　者

     子

 配　偶　者

     子

通 勤 手 当

扶 養 手 当  そ　の　他  そ　の　他

住 居 手 当



期 間 金 額

後期高齢者医療保険料納入通知書等出力封入封かん業
務委託

令和5年度
（2023年度）

22,786

後期高齢者健康診査受診券出力封入封かん業務委託
令和5年度
（2023年度）

2,465

健康診査帳票類作成及び発送業務委託
令和5年度
（2023年度）

1,231

令和5年度（2023年度）に契約する電算システム及び電算
機器等に係る経費

令和5年度
（2023年度）

令 和 5 年 度
（ 2023 年 度 ）
に 契 約 す る
額 の 範 囲 内

後期高齢者医療特別会計 -422-

債　　　　務　　　　負　　　　担　　　　行　　　　為　　　　調　　　　書

事 項 設 定 年 度 限 度 額

前 年 度 末 ま で の
解 消 （ 見 込 ） 額

本年度予算 債 務 負 担

金 額 計 上 額 行為限度額

A B A － B

後期高齢者医療保険料納入通知書等出力封入封かん業
務委託

後期高齢者医療保険料納入通知書等の出
力、裁断及び封入封かん

22,786 22,786

後期高齢者健康診査受診券出力封入封かん業務委託 受診券の印字出力及び封入封かん 2,465 2,465

健康診査帳票類作成及び発送業務委託 健康診査帳票類の作成及び発送 1,231 1,231

令和5年度（2023年度）に契約する電算システム及び電算
機器等に係る経費

電算システム及び電算機器等賃貸借
令 和 5 年 度
（ 2023年度）
に契約する額

令 和 5 年 度
（ 2023年度）
に 支 払 う 額

令 和 5 年 度
（ 2023年度）
に 契約す る
額の範囲内

債　　　　務　　　　負　　　　担　　　　行　　　　為　　　　説　　　　明

事 項 事 業 内 容



期 間 金 額

令 和 6 年 度
（ 2024 年 度 )

22,786 22,786

令 和 6 年 度
（ 2024 年 度 )

2,465 2,465

令 和 6 年 度
（ 2024 年 度 )

1,231 1,231

令和6年度から令和10年度まで
（ 2024 年 度 か ら 2028 年 度 ま で )

令 和 5 年 度
（ 2023 年 度 ）
に 契 約 す る
額 の 範 囲 内
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都 支 出 金 市 債
一 般 会 計
繰 入 金

そ の 他

（単位　千円）

本 年 度 の
解 消 計 画 額

翌 年 度 以 降 の 解 消 予 定 額
左 の 財 源 内 訳

国庫支出金

（単位　千円）

22,786

令和5年度から
令和6年度まで
（2023年度から
2024年度まで)

　後期高齢者医療保険料納入通知書等の出力、裁断及び封
入封かん業務を委託するものであるが、期間が２か年にわた
るため、令和６年度（2024年度）までの債務負担行為を設定
するものである。

2,465

令和5年度から
令和6年度まで
（2023年度から
2024年度まで)

　後期高齢者健康診査の受診券の印字出力及び封入封か
ん業務を委託するものであるが、期間が２か年にわたるため、
令和６年度（2024年度）までの債務負担行為を設定するもの
である。

1,231

令和5年度から
令和6年度まで
（2023年度から
2024年度まで)

　健康診査の帳票類作成及び発送業務を委託するものであ
るが、期間が２か年にわたるため、令和６年度（2024年度）まで
の債務負担行為を設定するものである。

令和5年度から
令和10年度まで
（2023年度から
2028年度まで)

　電算システム及び電算機器等の運用を行うにあたり、借上
期間が長期にわたるため、令和10年度（2028年度）までの債
務負担行為を設定するものである。

債 務 負 担 行 為 の 理 由
国庫支出金 都 支 出 金 市 債

一 般 会 計
繰 入 金

そ の 他
期 間

左 の 財 源 内 訳


